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取組主体は、茨城県常陸大宮市に本社を置く農地所有適格法人で、自社農場
で生まれた子牛を肥育農場で肉牛として出荷するまで育てる一貫生産を行って
いる。

平成２１年度より経営規模の拡大を進めてきたが、平成２２年度から配合飼料
価格が著しく高騰してきたため、飼料の自給率を高める必要が生じた。

そこで、飼料用作物の作付地確保に向けて、荒廃農地の再生利用に取り組む
こととなった。

導入作物：飼料用トウモロコシ解消面積：８．１１ha（平成２９年３月時点）

茨城県常陸大宮市 外

再生前 再生後

取組開始時期：平成２３年度～取組主体：農地所有適格法人（認定農業者）

１．取組のきっかけ・経緯

～飼料用作物の自給による経営の安定化に向けた荒廃農地の活用～

２．取組内容

上記の取組を行う中で、農業委員会と連携し作付地の検討を進めた結果、３市において荒廃農地
（８．１１ｈａ）を確保し再生利用することとなった（常陸大宮市：０．３８ｈａ、常陸太田市：２．９５ｈａ、水戸
市：４．７８ｈａ）。
農地の再生にあたっては耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用し、草刈り・抜根等の再生作
業、土壌改良及び営農定着を行った。
再生後は、飼料用トウモロコシを作付けすることで飼料の自給確保が可能となり経営規模の拡大を
進めることができた。

３．今後の課題・予定など

現在の飼料作物の自給率は約１０％（今後は２０～３０％を目標）であり、併せて自給堆肥の活用を
図っている。
また、自給飼料の活用によって牛の嗜好性が向上し乳量の増加にも効果があった。
なお、飼料の自給を進める中で、飼料用作物の作付地確保が課題となっている。

荒廃農地の活用に関して、有害鳥獣対策や大型機械の搬入のための道路整備などの課題はあるも
のの、農業従事者の高齢化に伴う面的集積の協力が得やすいという点で、飼料用作物の作付地確保
には有効である。

したがって、今後も補助事業等を活用し、荒廃農地の再生利用を進め、飼料用作物の作付地確保と
経営の安定化を図っていく予定である。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２３～２８年度、８．１１ｈａ、再生作業、土壌改良、営農定着）

４．活用した補助事業等

中間農業地域

Administrator
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導入作物：小松菜

再生前 再生後

取組主体：農地所有適格法人（認定農業者）

１．取組のきっかけ・経緯

～荒廃農地の再生利用をきっかけとした経営規模の拡大～

２．取組内容

取組主体は、小松菜や水菜等の露地野菜を中心に農業経営を行っており、経営
規模の拡大、かつ作業効率の向上を考え、まとまった農地を探していた。
しかし、周囲の農地は既に耕作されており、そうした農地の確保が難しい状況に
あった。
こうした状況の中で、周囲の荒廃農地に着目し再生利用に取り組んだ結果、経営
面積を約２０ｈａまで拡大することができた。
なお、そのうち荒廃農地を再生利用した面積は約５ｈａである。

対象農地は草・立木・篠竹が繁茂している状態であったため、自己所有機械で再生作業及びビニ
ールハウスの撤去を行った。

また、圃場の荒廃が著しく地力が落ちていたため、ソルゴー等の緑肥の作付けや堆肥散布を行い
、作物の作付に向けて地力回復を図った。
なお、対象農地は農地中間管理事業を活用して、１０年間の安定的な耕作期間を確保している。

３．今後の課題・予定など

荒廃が進んだ農地は地力の低下が著しいことから今後も継続して土づくりに取組む必要がある。
しかしながら、荒廃農地を活用したことにより集積・集約化がしやすくなったというメリットは大きい。
したがって、今後も荒廃農地の再生利用を行い、経営規模の拡大及び農地の集積・集約化を進め
ていく予定である。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２７～２８年度、１．６９ｈａ、再生作業、農用地保全（ビニールハウス撤去）、土壌改良）

○ 農地中間管理事業（転貸面積：１３ｈａ、うち荒廃農地解消：２．３ｈａ）

４．活用した補助事業等

茨城県茨城町

解消面積：５ｈａ（平成２９年６月時点）

取組開始時期：平成２８年１月～

平地農業地域
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当市は、肥沃な関東平野の北端に位置し、北部から東部にかけて鬼怒川が貫流し
、様々な農産物の栽培に適した地域であるが、新里町甲地区は、圃場整備が実施
された区域であるものの、高齢化等を理由に離農する農業者が増加し、荒廃農地の
発生が問題となっていた。

一方、意欲ある地域の担い手は経営規模の拡大を検討しており、土地改良区役員
の協力を受けて荒廃農地の再生利用に取り組んだことをきっかけとして、地域内に
おける荒廃農地の再生利用の機運を高めた。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２８年度、１８．９６ｈａ、再生作業及びパイプハウス整備）

（県）遊休農地解消支援事業（補助内容： Ｈ２８年度、１８．９６ｈａ、再生作業）

導入作物：シイタケ

荒廃農地の再生に当たっては、補助事業（国：耕作放棄地再生利用緊急対策交付金、県：遊休農地
解消支援事業）を活用して、再生作業及びパイプハウスの整備を実施した。

また、土地改良区の役員が橋渡し役となって、取組主体と荒廃農地所有者や離農する農業者等との
合意形成を推進した。

なお、日照条件が悪い等の耕作条件の理由から荒廃農地となったため、再生した農地は、日照等の
耕作条件に左右されない作物（シイタケ）を栽培することで、農地としての有効活用及び経営規模の拡
大を図った。

解消面積：１８．９６ha（平成２９年３月時点）

栃木県宇都宮市

再生前 再生後

～日照等の耕作条件に左右されない作物導入による経営規模の拡大～

取組主体：地域の担い手（個人） 取組開始時期：平成２８年度

今後も、荒廃農地の再生利用に係る各種交付金等を活用しながら、荒廃農地を農地として利活用を
図る。

経営規模の拡大を検討する農業者に対しては、荒廃農地の解消と併せた規模拡大の取り組みを促
していく。

都市的地域

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など

４．活用した補助事業等
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当市は、関東平野の北端部でほぼ平坦な水田地帯であり、関東平野と那須野が

原台地との間の数条の丘陵部を範囲とする地理的にまとまりのある地域であるが
、那須烏山市との境に広がる丘陵地帯については、高低差のある地形、担い手不
足や農地所有者の高齢化等により荒廃農地の増加が懸念されていた。

市内農地所有適格法人が、一度放棄された地力の低い土地でも、資源作物の栽

培研究をはじめるため、その作物を栽培する圃場（約５ha）を必要としていたことか
ら、上記の地域の荒廃農地を解消して栽培することとなった。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金（補助内容： Ｈ２６～２８年度 ５ｈａ、再生作業）

（県）遊休農地解消支援事業（補助内容： Ｈ２８年度、０．５７ｈａ、再生作業）

導入作物：エリアンサス（資源作物）

導入作物はエリアンサス（資源作物）というススキ科の作物で、バイオマスボイラーなどの燃料の間伐
材に代わる原料となる可能性を秘めており、大学の研究機関や民間のエネルギー関連企業も注目して
いる。

また、通常の作物と違い、それほど肥培管理等に手間がかからず、病害虫や獣害被害を受けないこと
から、荒廃農地の解消・再生後の圃場においても、維持管理が継続できる。

更に、荒廃農地を所有する他の農業者が関心を持つようになった。

解消面積：５ｈａ（平成２９年３月時点）

栃木県さくら市

再生前 再生後

～資源作物栽培による荒廃農地の再生利用・発生抑制～

取組主体：農地所有適格法人 取組開始時期：平成２６~２８年度

現在、資源作物を活用する事業モデルを構築中であり、この事業サイクルが生まれれば、資源作物へ
の需要が高まり、さらなる栽培面積が必要になると考えられる。

そのため、荒廃農地の解消経費を考慮し、農地の条件等が合致すれば、補助事業活用により荒廃農
地を再生利用した栽培面積の拡大も可能であり、荒廃農地が発生する前にこのような作物栽培を推進
することで、荒廃農地の発生抑制にもつながる可能性があると考えている。

平地農業地域

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など

４．活用した補助事業等

Administrator
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（県）耕作放棄地リフレッシュ活用支援事業

（補助内容： Ｈ２０～２１年度、３．７６ｈａ、農地再生利用活動（障害物除去、深耕、整地等））

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２６～２８年度、２．８６ｈａ、再生作業）

（補助内容： Ｈ２６年度、１．６１ｈａ、施設等補完整備）

導入作物：WCS用稲解消面積：７．８ｈａ（平成２９年３月時点）

千葉県香取市

再生前 再生後

～ 美しい田園の復活と耕畜連携 ～

取組主体：農事組合法人新里営農組合 取組開始時期：平成２０年４月

香取市新里地区の水田は圃場規模の小さい谷津田が多く、耕作条件及び日照条
件が悪いため、担い手不足や農業経営者の高齢化とあいまって、荒廃農地が増加
し続け、農村環境保全上からも大きな問題となりつつあった。

そこで、地域内農業者と土地改良区が中心となり荒廃農地を解消・再生し、圃場
の有効活用を進め、農村環境保全を図った。

取組主体は、狭小で耕作条件の悪い谷津田を中心に再生利用に取り組んでいる。
まず、平成２０～２１年度に県単事業の「耕作放棄地リフレッシュ活用支援事業」を活用して、荒廃農地
の解消を実施した。
解消農地は、集落内の畜産農家との耕畜連携によるＷＣＳ用稲栽培を実施した。
併せて、この活動の推進を目的とした集落営農組織である「農事組合法人新里営農組合」を平成２１
年１月に設立した。

今後は、作付け品種の更なる品質向上に努め、畜産農家へ良質なＷＣＳ用稲の供給に重点を置く。

そのためには、圃場はもとより圃場周辺まで丁寧な管理が求められるため、自然な流れで景観整備
や地域の荒廃農地の発生抑制及び再発生の防止に繋げていく。

WCS用稲作付け

平地農業地域

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

３．今後の課題・予定など

４．活用した補助事業等

（１）活動開始時の取組内容

ＷＣＳ用稲を栽培する農地は、農地利用集積円滑化事業や農地中間管理事業を利用し、耕作が困難
になった農家から取組主体が積極的に借受けることで、新たな荒廃農地の発生抑制に寄与している。
平成２６年以降は、耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を活用して、谷津田の荒廃農地の解消を継
続しており、現在は新里地区の水田に荒廃した圃場はほぼ無くなり、同様の課題を抱える周辺地域へ
活動を拡大している。

（２）現在の取組内容

平成２６年度事例集掲載事例
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導入作物：大豆解消面積：１．４ｈａ（平成２９年３月時点）

山梨県北杜市

再生前 再生後

取組開始時期：平成２８年度取組主体：農事組合法人玉浅（ぎょくせん）

１．取組のきっかけ・経緯

～地域農業を守るための荒廃農地の再生利用・６次産業化への取組～

２．取組内容

当市は、八ヶ岳・南アルプスなどの日本百名山に囲まれ、清らかで豊富な水資
源に恵まれた地域である。

一方、当地区は、山間に位置し狭隘な棚田にて小規模経営による水稲の作付
けが長年行われてきたが、近年は集落内の農家の高齢化が進み、加えて後継者
不在により遊休化する農地が増加している。

取組主体は、地区内の農地情報の把握に努め、既に遊休化している農地や今後利用する見込みが
なく遊休化が懸念される農地などの状況を確認した。

これらの農地の状況を踏まえ、取組主体は、効率的な利用を図るため、平成２８年１２月に人・農地
プランを作成するとともに、関係機関と連携して、地区内農地の約２２％（４．９３ha）について、農地中
間管理事業により集積した。

また、集積予定地の山際には既に遊休化している農地があったため、機構借受農地整備事業によ
り条件整備を行うことで約1.4ｈａが解消され、その後、取組主体へ貸付がされた。

３．今後の課題・予定など

今後も、耕作されない農地が発生した場合は、関係機関と連携して、取組主体が集積することで荒
廃農地となることを未然に防ぐ予定である。

（県）機構借受農地整備事業

（補助内容： Ｈ２８年度、１．４ha、刈払・転石除去・除根・整地）

○ 農地中間管理事業（転貸面積：７．８９ｈａ、うち荒廃農地解消：１．４ｈａ）

４．活用した補助事業等

中間農業地域

また、作付品目を従前の水稲から大豆に転換し、生産した大豆を原料とした豆腐の製造及び直売所
等での販売を行い、生産性の高い農業を目指すことや、地域の活性化に繋げていくことを目標とした。

今後、更なる遊休化が進むことに危機感を覚えた集落内の農家らが発起し、農地の効率的かつ継
続的な利用を進めるために、平成２４年度に農事組合法人を設立した。

Administrator
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導入作物：大豆、水稲、小麦解消面積：１．３ｈａ（平成２９年６月時点）

山梨県身延町

再生前 再生農地で栽培する「あけぼの大豆」

取組主体：株式会社川口建設 取組開始時期：平成２２年度～

１．取組のきっかけ・経緯

～法人の経営安定化に向けた荒廃農地の再生利用・地域活性化～

２．取組内容

当町は、山梨県の南部に位置し、中央を北から南に日本三大急流の一つであ
る富士川が流れ、川を挟んで東西それぞれに急峻な山岳地帯が連なっている地
域であり、農業者の高齢化や後継者不足等が課題となっている。

取組主体は、本業である土木工事の受注量が減少傾向にあることから、企業の
存続と従業員の雇用維持のために新たな事業展開の必要性を感じていたところ、
峡南農務事務所から荒廃農地の再生利用をきっかけとした農業参入の提案を受
けた。

担い手不足等の理由から荒廃農地となった農地を町から紹介を受け、耕作放棄地再生利用緊急対
策交付金等を活用して約１．３ｈａの荒廃農地を再生利用した。

再生作業にあたり、本業の土木業の作業機械やこれまで培ってきたスキルを活かしながら作業を行
うことができた。

再生した農地に地元の特産品である「あけぼの大豆」を作付けし、その後、米や麦の栽培にも手を広
げながら農業経営を行っている。

３．今後の課題・予定など

今後の課題としては、虫食いさや・１粒さやなどの商品価値がない枝豆が多いため、安定的な高品
質の枝豆が栽培できるような栽培技術の向上が挙げられる。

また、地域資源である「あけぼの大豆」を使った加工商品の開発や販路を確保していきながら、地域
全体を盛り上げていきたいと考えている。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２２～Ｈ２３年度、１．１ｈａ、土壌改良、再生作業、営農定着）

（県）企業的農業経営推進支援モデル事業（補助内容： Ｈ２６年度、０．１７ｈａ、除草・客土・暗渠）

４．活用した補助事業等

取組主体としては、工事用の重機や公共事業で培ってきたスキル等を農業でも活かすことができる
こと、本業と農業の繁忙期が重ならないこと、地域に貢献できること、などの理由から農業への参入を
決意した。

中間農業地域

再生後
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導入作物：ワイン用ぶどう、リンゴ、野菜解消面積：１０ｈａ（平成２７年時点）

再生前 再生後の畑

取組開始時期：平成２１年～

樹園地でのりんご新わい化栽培

取組主体：有限会社信州うえだファーム

１．取組のきっかけ・経緯

～ＪＡのノウハウを活かした地域活性化に向けた取組～

２．取組内容

農家の経営面積の減少や荒廃農地の増大により、地域農業の衰退、ＪＡの事業
への影響が危惧される中、ＪＡ自らが地域農業を守る担い手としての役割を果た
すため、平成１２年にＪＡ信州うえだの子会社として法人を設立した。

地域農業の中に、ＪＡによる農業経営を位置づけ、農業振興及び地域の活性化
に貢献する取組を進めている。

再生後の農地で学校給食用野菜を栽培し、教育委員会及び学校給食センターと
連携を図り、学校給食における地元の農産物使用割合を高めている。

３．今後の課題・予定など

市町村、農業委員会、ＪＡが広く連携して、地域の土地利用の状況を把握し、農地相談や集落懇談
会などを通じた農地の有効活用の相談や支援、農地中間管理事業等の活用による中核的担い手農
家の規模拡大等、地域が一体となった取組に発展させていきたい。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金､（国）ふるさと雇用再生特別事業、

（市）上田市遊休荒廃農地活性化対策事業､（市）東御市荒廃農地復旧対策事業

○ 農地中間管理事業 ほか

４．活用した補助事業等

（１）荒廃農地の再生・利用事業

（２）荒廃農地の発生抑制の取組

果樹園地においては、樹園地継承事業と連動を図り、借り手のいない樹園地のリリーフ的に借受け
や継承者が見つかるまでの間の栽培管理を行うことで荒廃化を未然に防止している。

中間農業地域長野県上田市

荒廃果樹園においては、優良品種や新たな栽培方式の導入により、競争力の高い果樹産地を形成
するとともに、新規就農者の育成や樹園地リース事業と連動を図り、新たな担い手へ農地中間管理事
業などを活用して確実に継承を行っている。

２～３ｈａ規模のワイン用ぶどうの生産団地を造成し、新規就農者及び新規参入者の育成や支援を
行っている。
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導入作物：茶解消面積：３ｈａ（平成２８年１２月時点）

静岡県島田市

再生前 再生後

～耕作放棄茶園の再生を通じて中山間地茶業の発展に貢献～

取組主体：株式会社いくみ村 取組開始時期：平成１９年～

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

取組主体の株式会社いくみ村は、平成１９年に設立され、中山間地を主体
に茶１２．５haを栽培している農地所有適格法人である。
設立当初は、刈取時期が遅く、作業効率の悪い傾斜地の茶園が多かった
ため、収穫時期が早い地域の平坦な耕作放棄された茶園や農地を積極的
に借り入れ、平成２３年度以降、合計３ｈａの耕作放棄茶園を再生利用した。

市及び農業委員会と連携し、耕作放棄茶園３ｈａの再生利用に加え、高齢化により離農し、管理者不
在となった茶園や、茶工場閉鎖により受け手のいなくなった茶園など３ｈａの管理を引き受けることで耕
作放棄地の発生を防止した。
再生作業にあたり、ハンマーナイフモアを使った新たな耕作放棄茶園の再生工法に取り組み、工法
の普及に貢献した。
緑茶のほかに、紅茶・ウーロン茶、さくら葉茶、ゆず茶等の商品化を進め、再生した農地では原材料
となる桜、柚子も栽培している。

３．今後の課題・予定など

再生農地の一部は、茶園に敷く草（茶草）を刈るために利用し、「静岡の茶草場農法（世界農業遺産）
」を実践することで、地域の茶のブランド化を進めている。

また、再生茶園の一部では、機能性成分を含む茶品種を栽培し、静岡県立大学や化粧品メーカーと
連携して新商品の開発を進めている。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２４～Ｈ２５年度、０．４７ｈａ、再生作業、土壌改良）

（県）耕作放棄地緊急解消促進事業

（補助内容： Ｈ２４年度、 ０．４７ｈａ、再生作業）

（市）耕作放棄地緊急対策事業

（補助内容： Ｈ２４年度、 ０．４７ｈａ、再生作業）

４．活用した補助事業等

山間農業地域
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１．取組のきっかけ・経緯

４．活用した補助事業

導入作物：酒造米

２．取組内容

解消面積：０．４ｈａ（平成２８年９月時点）

群馬県みどり市

再生前 再生後

～地元ブランドの確立に向けた農商工連携への挑戦～

取組主体：みどり市耕作放棄地対策検討会 取組開始時期：平成２７年～

３．今後の課題・予定など

当市は、群馬県の東部に位置し、中部から南部にかけて広がる平坦地では、トマ
ト、なす等の施設園芸が盛んであるが、中山間地では、近年、農業者の高齢化や後
継者不足、鳥獣被害による営農意欲の低下等の問題により、農地が有効活用され
ず荒廃農地が増加している。

取組主体は、市内でも農業経営の厳しい立地条件にある浅原地区、塩原地区、上神梅地区を重点
支援モデル地区と位置づけ、そばや鳥獣被害を受けにくいフキ・タラノメを荒廃農地の解消作物とし
て推進することで、荒廃農地の発生防止に努めている。

浅原地区及び塩原地区では、荒廃農地の発生要因である農作物の価格低迷や収益の上がる作物
がないといった農業経営条件の改善のため、平成２８年度から価格の安定している酒造米の試験ほ
場として荒廃農地を有効活用し、群馬県産の酒造好適米「舞風」の栽培を開始した。

また、群馬県桐生地区農業指導センターが中心となって、地元の酒造会社と連携し、みどり市発の
地酒製造に結びついた。

浅原地区及び塩原地区の荒廃農地の発生防止や継続的に良質な商品を生産・供給できるよう、酒
造米ほ場の拡大や栽培品種を検討していく。

また、酒造米は食用に適してないため、酒造製造で発生するふるい下米や規格外米の活用方法が
課題であり、味噌・菓子類などでの活用を検討中である。

該当なし

中間農業地域

このため、市、農業委員会、ＪＡ、群馬県桐生地区農業指導センターを中心に「みどり市耕作放棄地
対策検討会」を平成２７年度に設立し、荒廃農地の発生防止と鳥獣被害対策に向けた取組を実施す
ることとした。
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導入作物：水稲解消面積：２．３ｈａ（平成３０年３月末時点）

埼玉県羽生市

再生前 再生後

取組主体：羽生市 取組開始時期：平成２６年～

１．取組のきっかけ・経緯

～農地中間管理事業とほ場整備事業をきっかけとした農地再生～

２．取組内容

当市は、埼玉県北東部に位置し、北部の県境には利根川が隣接し、市の中
心部は商工業の市街地となっているが、周囲は農業地帯で肥沃な田園に恵
まれている。

当市は 農地を守る課題を解消すべく、農地中間管理事業と連携したほ場整備事業を進め、市の遊
休農地解消対策事業を活用して、区域内の荒廃農地約２ｈａ を解消した。

長年ヨシ等が繁茂し、荒廃農地の状態であった水田を重機を用いて伐採作業を実施し、解消後は、
農地中間管理機構が農業参入法人のイオンアグリ創造株式会社に管理を委託している。

３．今後の課題・予定など

現在、解消地を含めた地区で、ほ場整備事業を実施中であるが、工事完了後は、区画を拡大した上
で農地中間管理事業を活用して、担い手への農地集積・集約化を図ることとしている。

解消地については、工事後もヨシ等が生えてくるため、従前どおりに耕作できる状態まで、数年をか
けて繰り返し抜根等の作業が必要となる。

（国）埼玉型ほ場整備事業 （農業基盤整備促進事業・農地耕作条件改善事業）

（補助内容： Ｈ２７～３０年度、約４３ｈａ、区画整理）

（市）遊休農地解消対策事業

（補助内容： Ｈ２７年度、約２．３ｈａ（解消面積）、再生作業）

○ 農地中間管理事業 （転貸面積：４１.４ｈａ、うち荒廃農地解消：２.３ｈａ）

４．活用した補助事業等

平地農業地域

一方で、発戸地区は、明治から大正にかけて耕地整理を実施したのみで区画が狭く、用排水路が未
整備の地区で、担い手不足等によって荒廃農地が年々増加しており、田園風景を維持するためには、
将来に亘っていかに農地を守るかが課題であった。
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導入作物： さつまいも解消面積：１.３７ha（平成２９年７月時点）

再生前 再生後

取組主体：
公益社団法人皆野町シルバー人材センター

取組開始時期：平成２６年～

埼玉県皆野町

１．取組のきっかけ・経緯

～世代間交流を通じた干しいも栽培・加工を生きがいに～

２．取組内容

当町は中山間地域に位置し、特に農業従事者の高齢化や後継者不足
が著しく、農産物の栽培面積・生産量ともに大きく減少している。

また、荒廃農地が年々増大しており、解消に向けた取組が急務となって
いた。

取組主体は、平成２６年度から農業委員会の協力のもとで、荒廃農地等を再生利用してさつまいも
栽培に取組み、平成２８年５月に１．２７haの利用権を設定した。

取組当初から地元の幼稚園児を対象に、さつまいもの作付け・収穫体験を始め、地域の高齢者等を
交えた「焼き芋大会」を開催して世代間の交流を図るなど、地域の活性化・高齢者等の生きがい発揮
に貢献している。

また、さつまいもの加工事業にも取り組み、農閑期の農家等の所得増進を目的に「切り干し芋」の地
域ブランド化を図っている。

このような取組を受け、農業委員会では荒廃農地を有する農家等に対して、取組主体へ耕うん作業
委託やさつまいもを自ら栽培することを推進し、農地の有効活用を進めている。

３．今後の課題・予定など

地域活性化のため、「さつまいも（紅はるか）」を当町の特産品と位置づけ、料理や加工品の開発とそ
の生産拡大を意識しつつ、「切り干し芋」のブランド化を目指し、町おこしの一翼を担う。

（県）農との共生田園都市豊かなくらし満喫事業

（補助内容： Ｈ２６～Ｈ２８年度、施設等整備費、機械器具等購入費等）

（県）シルバー人材センター先進事業

（補助内容： Ｈ２８年度、機械器具等購入費、報償費等）

（町）切り干し芋作り事業

（補助内容： Ｈ２６～Ｈ２７年度、施設等整備費、機械器具等購入費等）

４．活用した補助事業

都市的地域・中間農業地域

取組主体は、平成１８年に設立された構成員数２１２人の公益社団法人である。

平成２６年度に、構成員３２名が中心となり、農との共生田園都市豊かな暮らし満喫事業等を活用し
て、かつて地域の基幹作物であったさつまいもの栽培や切り干しいもの加工に取り組んだ。
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導入作物：露地野菜等（市民農園）解消面積：０．３８ｈａ（平成２９年４月時点）

神奈川県茅ヶ崎市

再生前 再生後

取組主体：茅ヶ崎市、茅ヶ崎市民ボランティア 取組開始時期：平成２１年７月～

１．取組のきっかけ・経緯

～市民の力を借りた耕作放棄地の解消と余暇の充実～

２．取組内容

当市は、農業従事者の高齢化及び後継者不足などの理由で耕作放棄地
が増加している一方で、市民の農業への関心・需要は高まっており、農地を
借りて農業をやりたいといった志向を持っている市民の方々が増加している。

しかし、一般市民の農地取得は難しいため、地権者と市民のニーズを満
たすような新たなシステムとして、平成２１年度から「耕作放棄地解消ボラン
ティア制度」を設立し、市民の力を借りた耕作放棄地の解消と、解消した農
地に市民農園を開設して市民の方々が利用する取組を実施している。

雑草等が生えてしまった農地を再生利用しながら健康づくりを図りたいと考える方々を「耕作放棄地
解消ボランティア」として登録し、耕作放棄地所有者と農地の再生利用の手伝いを通じて、健康増進
等の余暇の充実を図っている。

また、再生利用した農地については、規模拡大を希望される新規就農者等への貸出し、市民農園の
開設等の検討を促し、農地の有効活用や耕作放棄地の発生抑制についても、フォローを実施してい
る。

３．今後の課題・予定など

当市のボランティア制度は、重機等を用いた取組はできないため、人力で復旧が不可能なほど荒れ
荒廃農地や広大な面積の耕作放棄地は再生利用はできない。

また、制度設立から７年が経過し、ボランティア登録者も登録時と現在の状況が変化し、登録者数こ
そ十分な人数を確保しているが、実際の再生作業参加者は年々減少している状況である。

（市）耕作放棄地解消ボランティア制度

（補助内容： Ｈ２１年度～、０．３８ｈａ、耕作放棄地の再生、農地保全管理）

４．活用した補助事業等

都市的地域
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導入作物：ワイン用ぶどう解消面積：７．０７ｈａ（平成２８年時点）

再生前 再生作業中

～地域の夢を農地再生に託して～

取組主体：明科地域の農業を守る会 取組開始時期：平成２５年～

再生後のワイン用ぶどう畑大勢の参加に
より行われた

１．取組のきっかけ・経緯

２．取組内容

かつて地域を支えた桑園が荒廃するなど、市内の荒廃農地の６割が集中する明
科地域において、地域の農業委員が中心となり、平成２５年から荒廃農地再生事
業への具体的な取組を開始した。

事業を推進するための取組主体は、農業委員、認定農業者や農家組合の代表、
ＪＡなどの関係者で構成され、 地域の大きな課題である荒廃農地の解消及び地
域農業の再生・活性化を目的としている。

取組主体の役割は、地権者と耕作希望者との調整、荒廃農地再生作業、耕作
希望者の選定及び再生後の農地を耕作希望者へ受渡しすることである。

平成２５年度から、モデル事業として再生作業を開始し、当初は農業委員中心の活動であったが、し
だいに地域の住民、農業高校の生徒などの多くの方の協力を得られるようになった。

荒廃農地の再生面積は、平成２５年度０．６６ｈａ、平成２６年度２．５７ｈａ、平成２７年度１．７1ｈａ、平
成２８年度２．１３ｈａと合計約７ｈａ。

再生後の農地は、入植を希望する担い手を取組主体が公募し、現在は２名がワイン用ぶどうの生産
を行っており、平成２８年度末までに５，４００本のワイン用ぶどう苗が定植され産地形成に向けた取組
が進んでいる。

３．今後の課題・予定など

引き続き、隣接する荒廃農地を順次再生する計画であるが、鳥獣害対策も大きな課題であり、併せ
て鳥獣被害防止総合支援事業を活用した防護柵の整備を計画している。

また、今後もワイン用ぶどうの増産を進め、近隣市町と連携し、安曇野ブランドを活かした「広域ワイ
ン特区」を含めた６次産業化の取組も計画している。

（国）耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

（補助内容： Ｈ２５～２８年度、７．０７ｈａ、再生作業、土壌改良、営農定着、施設等補完整備（果樹棚整備、暗渠排水整備））

４．活用した補助事業等

長野県安曇野市 平地農業地域
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関東農政局管内における荒廃農地の状況

平成２８年各都県の荒廃農地の状況（暫定値）
（単位：ha）

注:１ 四捨五入の関係で計が一致しない場合がある。

注:２ 「荒廃農地」とは、「現に耕作されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地」。

注:３ 「再生利用が可能な荒廃農地」とは、「抜根、整地、区画整理、客土等により再生することにより、通常の農作業による耕作が可能となるよう見込まれる荒廃農地」。

注:４ 「再生利用が困難と見込まれる荒廃農地」とは、「森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状況から見て、その土地を農地として復
元しても継続して利用することができないと見込まれるものに相当する荒廃農地」。

都県名

荒廃農地
面積計

再生利用
された面積農用地区域 再生利用が可

能な荒廃農地
農用地区域 再生利用が困

難と見込まれ
る荒廃農地

農用地区域 農用地区域

茨 城 10,484 4,337 6,840 2,943 3,644 1,394 1,092 445

栃 木 2,348 960 1,546 685 802 275 296 168

群 馬 8,027 4,072 2,986 2,038 5,041 2,033 605 463

埼 玉 3,673 1,912 2,360 1,443 1,313 469 532 314

千 葉 11,733 4,259 5,591 2,707 6,142 1,552 833 412

東 京 2,765 984 342 190 2,423 794 156 95

神 奈 川 1,291 556 698 317 594 239 166 86

山 梨 6,786 3,671 2,361 1,602 4,425 2,069 286 201

長 野 17,149 8,916 4,981 3,138 12,168 5,779 991 686

静 岡 5,819 3,508 3,713 2,434 2,106 1,075 569 379

関 東 計 70,076 33,176 31,418 17,497 38,658 15,679 5,527 3,248
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耕作者不在となる
おそれのある農地

○ 農業委員会が毎年１回、農地の利用状況を調査し、遊休農地の所有者等
に対する意向調査を実施。
○ 意向どおり取組を行わない場合、農業委員会は、農地中間管理機構との
協議を勧告し、最終的に都道府県知事の裁定により、同機構が農地中間
管理権を取得できるよう措置。
○ 所有者が分からない遊休農地（共有地の場合は過半の持分を有する者
が確知することができない場合）については、公示手続で対応。

農地法に基づく遊休農地に関する措置の概要

制 度 の 概 要

毎年１回、農地の利用状況を調査

1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作
される見込みがない
周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著
しく劣っている

遊休農地

耕作者の相続等を
契機に適正な管理
が困難となることが
見込まれる

都道府県知事の裁定

農地中間管理機構との協議の勧告

利用意向調査

農地所有者等に対して、

①自ら耕作するか
②農地中間管理事業を利用するか
③誰かに貸し付けるか

等の意向を調査 所有者等を確知でき
ない旨を公示

意向表明どおり
権利の設定・移転を行わない
利用の増進を図っていない
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担い手への農地集積/耕作放棄地の発生防止・解消の抜本的な強化

１．農地中間管理機構の整備・活用
（法整備・予算措置・現場の話合いをセットで推進）

出

し

手

① 地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ご
とに集約化する必要がある場合や、耕作放棄地等につ
いて、農地中間管理機構が借り受け

② 農地中間管理機構は、必要な場合には、基盤整備等
の条件整備を行い、

担い手（法人経営・大規模家族経営・集落営農・企業）
がまとまりのある形で農地を利用できるよう配慮して、
貸付け

③ 農地中間管理機構は、当該農地について農地として
の管理

④ 農地中間管理機構は、その業務の一部を市町村等に
委託し、農地中間管理機構を中心とする関係者の総力
で農地集積・耕作放棄地解消を推進

受

け

手

２．耕作放棄地対策の強化

○ 既に耕作放棄地となっている農地のほか、耕作していた所有者の死亡等により
耕作放棄地となるおそれのある農地（耕作放棄地予備軍）も対策の対象とする。

○ 農業委員会は、所有者に対し、農地中間管理機構に貸す意思があるかどうか
を確認することから始めることとする等、手続きの大幅な改善・簡素化により、耕
作放棄状態の発生防止と速やかな解消を図る。

○ 農地の相続人の所在がわからないこと等により所有者不明となっている耕作
放棄地については、公告を行い、都道府県知事の裁定により農地中間管理機構
に利用権を設定。

借
受
け

貸
付
け

農地中間管理機構（農地集積バンク）
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荒
廃
農
地
等
利
活
⽤
促
進
交
付
⾦
の
概
要

【
平
成
30
年
度
予
算
概
算
決
定
額
：
１
６
０
（
２
３
１
）
百
万
円
】

【
対

象
者

】

○
認

定
農

業
者

、
認
定
新
規
就
農
者
、
集
落
営
農
組

織
等
の
担
い
手
の
ほ
か
、
農

地
中

間
管

理
機

構
、
農
業
協
同
組
合
等
の
農
業
団
体

。
※
東
日
本
大
震
災
復
興
の
た
め
耕
作
放
棄
地
再
生
利
用
緊
急
対
策
交

付
金

で
措

置
し

て
い

た
「

被
災

者
支
援
型
」
は
、
本
交
付
金
に
よ
っ
て
引
き
続
き
支
援
。

【
対
象
農
地

】

国

都 道 府 県

市 町 村

※
 
 
中

山
間

地
農

業
ル

ネ
ッ

サ
ン

ス
事
業
の
｢
地
域
別
農
業
振
興
計
画
｣
に
基
づ
き
、
新
規
就
農
者
等
を
後
押
し
す
る
た
め
、

再
生

し
た

荒
廃

農
地

等
を

活
用

し
た
栽
培
技
術
の
指
導
や
利
用
権
の
移
転
等
の
取
組
を
担
い
手
と
新
規
就
農
者
等
が
二
人

三
脚

と
な

っ
て

行
う

場
合

に
は

、
優
先
枠
（
チ
ャ
レ
ン
ジ
支
援
枠
）
を
設
け
て
、
こ
れ
ら
が
行
う
再
生
利
用
活
動
等
を
総

合
的

に
支

援
。

［
拡

充
］

・
整

地
等

の
低
コ

ス
ト

整
備

。

・
荒

廃
農

地
等

を
活

用
し

て
放

牧
事

業
（

※
１

）
に
取

り
組

む
際

に
牧

柵
等

を
整

備
。

再
生
利
用
活

動

・
再

生
作

業
(雑

木
の

除
去

等
)、

土
壌

改
良

、
営

農
定
着

、
加
工

・
販

売
の

試
行

等
の

取
組

。

施
設

等
の

整
備

・
再

生
農

地
の
暗

き
ょ

・
農

道
等

の
基

盤
整

備
、

生
産

再
開

に
必
要

な
収

穫
機

や
ハ

ウ
ス

等
の

農
業

用
機
械

・
施
設

、
農

業
体

験
施

設
の

整
備

。

荒
廃

農
地

（
再

生
前

）

２
号
遊
休
農
地
へ
の
支
援

・
１

号
遊

休
農
地

の
支

援
と

同
じ

。

【
交
付
金
の

流
れ

】

【
そ
の
他
実
施

要
件

】

【
主

な
支

援
内

容
】

○
農
業
者
、
農
業
者
が
組
織
す
る
団
体
等
が
、
荒
廃
農
地
等
を
引
き
受
け
て
営
農
を
再
開
す
る
た
め
に
⾏
う
、
再
⽣
作
業
、
⼟
壌
改
良
、

営
農
定
着
、
加
⼯
・
販
売
の
試
⾏
、
施
設
等
の
整
備
を
総
合
的
に
⽀
援
し
ま
す
。 １
号
遊
休
農
地
（
荒
廃
農
地
<
Ａ
分
類
>）

へ
の
支
援

※
１

「
肉

用
牛

・
酪

農
基

盤
強

化
対

策
事

業
（

放
牧

活
用

型
）

」
（

生
産

局
所

管
）

※
２

「
果

樹
農

業
好

循
環

形
成

総
合

対
策

事
業

」
（

同
上

）

・
２

号
遊

休
農

地
を

対
象

と
し

て
、

農
地

中
間

管
理

機
構

が
果

樹
の

改
植

事
業

(※
２

)を
行
う

際
に

果
樹

棚
等

を
整

備
。

荒
廃

農
地

を
活

用
し

た
放

牧

○
総
事
業
費
が
20
0
万
円
／
件
未
満
。

○
再
生
さ
れ

た
農

地
に

お
い

て
５

年
間

以
上

耕
作

さ
れ

る
こ

と
。

○
交
付
率
：
定
額
（
１
／
２
相
当
(再

生
利
用
活
動
５
万
円
／
10
a、

発
生
防
止
活
動
２
万
円
／
10
a等

)）
１
／
２
、
55
／
10
0等

（
重

機
を
用
い
て
行
う
再
生
作

業
、
施
設
等
の
整
備
）

○
事
業

実
施

期
間

：
３

年
間

を
上

限
（

チ
ャ

レ
ン

ジ
支

援
枠

の
場

合
４

年
間

を
上

限
［

拡
充

］
）

１
号
遊
休
農
地
（
荒
廃
農
地
<
Ａ
分
類
>）

・
農

地
法

第
3
2
条
第
１
項
第
１
号
に
規
定
す
る
農
地

で
、

再
生

作
業

の
実
施
に
よ
っ
て
耕
作
が
可
能
と
な

る
荒

廃
農

地
（

市
町
村
等
が
実
施
す
る
荒
廃
農
地
調

査
に

お
い

て
Ａ

分
類
に
区
分
さ
れ
た
農
地
）
。

２
号
遊
休
農
地

・
農

地
法

第
3
2
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
農

地
で

、
周

辺
の

地
域
に
お
け
る
農
地
の
利
用
の
程

度
と

比
較

し
て

著
し
く
劣
っ
て
い
る
農
地
。

再
生

作
業

後
、

作
物

を
作

付
け

基
盤

整
備
等
に
よ
り
再
生
利
用
が
可
能

果
樹

棚
の

整
備

・
附
帯
事
業
へ
の
支
援

都
道

府
県

・
市

町
村

が
行

う
農

地
利

用
調

整
等

の
取

組
を

支
援

。

交
付

対
象

者

農
業

者
組

織

参
入

法
人

等

農
業

者

農
地
中
間
管
理

機
構

発
生
防
止
活
動

施
設
等
の
整
備

○
農

振
農

用
地

区
域
内
の
以
下
の
農
地
を
対
象
（
農

業
体
験
施
設
の
場
合
は
除
く
）
。

※
附

帯
事

業
の

場
合

は
、
都

道
府

県
・
市

町
村

低
コ
ス
ト
整
備
に
よ
り
耕
作
再
開
が
可
能

整
地

を
行

っ
て

い
る

農
地

遊
休

農
地

農
業

用
機

械
農

業
用

ビ
ニ

ー
ル

ハ
ウ

ス

連
携
事
業

発
生
防
止
・
再
生
利
用
等
へ
の
支
援
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①
高

収
益

作
物

転
換

プ
ラ
ン
作

成
支

援
（
最

大
２
年

）

②
農

地
耕

作
条

件
改

善
（
最

大
５
年

（
ハ

ー
ド
は

最
大

３
年

）
）

③
高

収
益

作
物

導
入

支
援

（
最

大
５
年

）

・
区

画
拡

大
、
暗

渠
排

水
、
用

水
路

の
更

新
整

備
等

（
※

１
）

《
地

域
内

農
地

集
積

型
》
最

大
５
年

（
ハ

ー
ド
は

最
大

３
年

）

○
定

額
助

成
（
※

２
）

・
技

術
習

得
方

法
の

検
討

と
実

践
、
技

術
者

の
育

成
、
試

験
販
売
等
の
経
営
展
開
の
支
援
、
現
場
で
の
研
修
会
開
催

等

・
農

地
中

間
管

理
機

構
、
都

道
府

県
、
市

町
村

、

○
我
が
国
農
業
の
競
争
力
を
強
化
す
る
た
め
に
は

、
農

地
の

大
区

画
化

・
汎

用
化

等
の

基
盤

整
備

を
行

い
、
農

地
中

間
管

理
機

構
に
よ
る
担

い
手

へ
の
農
地
集
積
を
推
進

す
る
と
と
も
に
、
高

収
益

作
物

へ
の

転
換

を
推

進
す
る
こ
と
が

重
要

。

○
こ
の
た
め
、
多

様
な
ニ
ー
ズ
に
沿

っ
た
き
め
細

か
な
耕

作
条

件
の

改
善

を
機

動
的

に
進

め
る
と
と
も
に
、
農

地
集

積
を
図

り
つ
つ
高

収
益

作
物

へ
の

転
換
を
図
る
場
合
に
は
、
計

画
策

定
か

ら
営

農
定

着
に
必

要
な
取

組
を
ハ

ー
ド
と
ソ
フ
ト
を
組

み
合

わ
せ

て
一

括
支

援
。

農
地

耕
作

条
件

改
善

事
業

（
拡

充
）

２
．
実

施
要

件
（
共

通
）

３
．
実

施
主

体
○

農
振

農
用

地
の

う
ち
農

地
中

間
管

理
事

業
の

重
点

実
施

区
域

、
本

事
業

の
実

施
に
よ
り
重

点
実

施
区

域
に

指
定

さ
れ

る
こ
と
が

確
実

と
見

込
ま
れ

る
区

域
（
こ
れ

ら
を
受

益
と
す
る
施

設
も
対

象
）

○
総

事
業

費
2
0
0
万

円
以

上
○

受
益

者
数

２
者

以
上

○
農

地
中

間
管

理
機

構
と
の

連
携

概
要

の
策

定

○
定

額
助

成

こ
れ

な
ら

思
い
通

り
の

農
業

が
で
き
る
わ

！

・
農

業
用

用
排

水
施

設
、
暗

渠
排

水
、
区

画
整

理
、
農

作
業

道
、
農

地
造

成
等

１
．
事

業
内

容

○
定

額
助

成
（
※

２
）

・
プ
ラ
ン
作

成
に
係

る
調

査
・
調

整
、
農

産
物

の
需

給
動

向

の
把
握
、
効
果
的
な
輪
作
体
系
の
検
討
、
販
売
先
に
係
る

調
査

等

《
地

域
内

農
地

集
積

型
》
と
同
様

《
高

収
益

作
物

転
換

型
》
①

②
③

で
最

大
５
年

（
ハ

ー
ド
は

最
大

３
年

）

【
高

収
益

作
物

転
換

型
の

実
施

要
件

】
○

農
業

者
２
者

以
上

（
土

地
所

有
者

含
む
）
が

取
り
組

む
こ
と

○
ハ
ー
ド
整
備
と
併
せ
行
う
こ
と

○
作

付
面

積
の

う
ち
１
／

４
以

上
を
稲

作
等

か
ら
新

た
に
高

収
益

作
物

に
転

換
す
る
こ
と

（
※

２
）
プ
ラ
ン
の
作
成
や
技
術
習
得
等
に
必
要
な
経
費
を
「
高
収
益
作
物
転
換
推
進
費
」
と
し
､

１
地
区
あ
た
り
上

限
３
０
０
万

円
～

５
０
０
万

円
（
年

基
準

額
）
を
支

援

現
場
で
の

高
収
益
作
物
の
導
入

（
タ
マ
ネ
ギ
の

収
穫

）

講
習

・
研

修
会

検
討
会
の
様
子

○
定

率
助

成

○
定

率
助

成
・
実

証
展

示
ほ

場
の

設
置

・
運

営
、
導

入
１
年

目
の

種
子

・
肥

料
等
へ
の
支
援
、
農
業
機
械
リ
ー
ス

等

（
※
１
）
定
額
助
成
単
価
は
現
場
条
件
等
に
応
じ
た
標
準
的

な
工
事
費
の
１
／
２
相
当

《
農

地
集

積
推

進
型

（
新

規
）
》
最

大
５
年

（
ハ

ー
ド
は

最
大

３
年

）

②
集
積
推
進
費
：

ハ
ー
ド
整
備
の
事
業
費
を
対
象
に
推
進
費
を
交
付

①
機

動
的

な
基

盤
整

備
：

《
地

域
内

農
地

集
積

型
》

の
定
率
助
成
と
同
様

（
但
し
、

単
独

実
施
は

、
面

的
整
備

（
区

画
整
理

、
農

地
造

成
、

暗
渠

排
水

）
の

み
可

能
）

事
業
規
模
、
農
地
集
積
・
集
団
化
等
を
実
施
要
件
と
し
て
、
農
業
者
の
費
用

負
担
の
軽
減
を
図
り
つ
つ
、
機
動
的
な
基
盤
整
備
を
支
援
。

（
最
大

5.
0
％
等

、
国
の

補
助

率
は
１

／
２

、
補
助

残
は

地
方

公
共

団
体

の
負

担
）

【
農

地
集

積
推

進
型

の
実

施
要

件
】

○
面

的
整

備
の

場
合

、
事

業
対

象
農

地
は

、
1
h
a（

中
山

間
等

は
0
.5
h
a）

以
上

の
連

坦
化

し
た
農

地
で
あ
る
こ
と

○
総
事

業
費
が

1
,0
0
0
万

円
以
上

の
都
道

府
県
営

事
業
で
あ
る
こ
と

○
目

標
年

度
（
事

業
完

了
後

３
年

）
ま
で
に
、
①

担
い
手

へ
の

農
地

集
積

率
が

概
ね

50
％

以
上

向
上

し
、
事

業
対

象
農

地
の

全
て
が

集
積

さ
れ
、
ま
た
、
②

担
い
手

へ
の

農
地

集
団

化
率

が
向

上
し
、
概

ね
８
割

以
上

と
な
る
こ
と

・
１
地
区
あ
た
り
上
限
3
0
0
万
円
（
年
基
準
額
）
の
条
件
改
善
促
進
支
援

等

・
ＩＣ

Ｔ
に
よ
る
水
管
理
や
防
草
対
策
等
の
維
持
管
理
の
省
力
化
支
援

等

・
《
農

地
集

積
推

進
型

》
は

、
都

道
府

県
の

み

土
地

改
良

区
、
農

業
協

同
組

合
、
農

業
法

人
等

Administrator
スタンプ



農
地

中
間

管
理

機
構

関
連

農
地

整
備

事
業

１
．
事

業
内

容

○
農

地
中

間
管

理
機

構
へ

の
貸

付
け

が
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ

る
中

で
、

基
盤

整
備

が
十

分
に

行
わ

れ
て

い
な

い
農

地
に

つ
い

て
は

、
担

い
手

が
借

り
受

け
な

い
お

そ
れ

。
一

方
、

機
構

に
貸

し
付

け
た

所
有

者
は

基
盤

整
備

の
た

め
の

費
用

を
負

担
す

る
用

意
は

な
く

、
こ

の
ま

ま
で

は
基

盤
整

備
が

滞
り

、
結

果
と

し
て

、
担

い
手

へ
の

農
地

の
集

積
・

集
約

化
が

進
ま

な
く

な
る

可
能

性
。

○
こ

の
た

め
、

機
構

が
借

り
入

れ
て

い
る

農
地

に
つ

い
て

、
農

業
者

か
ら

の
申

請
に

よ
ら

ず
、

都
道

府
県

が
、

農
業

者
の

費
用

負
担

や
同

意
を

求
め

ず
に

実
施

す
る

大
区

画
化

等
の

基
盤

整
備

を
推

進
。

②
実

施
計

画
策

定
等

内
容

：
計

画
策

定
等

【
実

施
期
間
：
２
年
以
内
】

①
農

地
整

備
・

事
業

対
象

農
地

の
全

て
に

つ
い

て
、
農

地
中
間

管
理

権
が
設

定
さ

れ
て
い

る
こ

と

・
事

業
対

象
農

地
面

積
：
1
0
h
a
以

上
（
中
山

間
地
域

等
は

５
h
a
以

上
）

（
事
業
対
象
農
地
を
構
成
す
る

各
団
地
は
１
h
a
以
上
（
中
山
間
地
域
等
は
0
.
5
h
a
以
上
）
の
連
坦
化
し
た
農
地
）

・
農

地
中

間
管

理
権

の
設

定
期

間
が

、
事

業
計
画

の
公

告
日
か

ら
1
5
年
間

以
上
あ
る

こ
と

・
事

業
対

象
農
地
の

８
割

以
上

を
事

業
完
了

後
５
年

以
内
に

担
い
手

に
集
団

化
（
機
構
の
方
針
と
し
て
設
定
）

・
事

業
実

施
地

域
の
収

益
性

が
事

業
完

了
後

５
年

以
内

（
果

樹
は

1
0
年

以
内

）
に

2
0
％

以
上

向
上

等

対
象

工
種

：
区

画
整

理
、

農
用

地
造

成

附
帯

事
業

：
機

構
集

積
推

進
事

業
（

推
進

費
）

等

【
推
進
費
は
事
業
費
の
1
2
.
5
％
等
（
全
額
国
費
）
】

３
．
主

な
実

施
要

件

平
成

3
5
年

度
ま

で
に

担
い

手
が

利
用

す
る

面
積

が
全

農
地

面
積

の
８

割
と

な
る

よ
う

農
地

集
積

を
推

進

２
．
実

施
主

体

都
道

府
県

等

［
転

用
防

止
措

置
］

・
農

用
地

区
域

か
ら

の
除

外
は

農
地

中
間

管
理
権

の
存

続
期
間

が
満

了
し
て

い
る

場
合
に

限
り

可

・
所

有
者

が
農

地
中

間
管

理
権

を
解

除
し

た
場
合

等
に

は
特
別

徴
収

金
を
徴

収
す

る
こ
と

が
可

※
機
構
は
、
農
地
中
間
管
理
権
を
取
得
す
る
際
及
び
貸
付
け
の
相
手
方
に
転
貸
す
る
際
に
本
事
業
が
行
わ
れ
得
る
旨
を
説
明

補
助

率
：
定
額
、
１
／
２
等
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中山間地域等において、農業生産条件の不利を補正することにより、将来に向け
て農業生産活動を維持するための活動を支援

【対象地域】

中山間地域等直接支払制度の概要

中山間地域等直接支払交付金
２５，８９０ （ ２５，８００ ）百万円

【中山間地域等直接支払推進交付金】 ２５０ （ ３００ ）百万円
都道府県、市町村等による事業の推進を支援

【対 象 者】

中山間地域等（地域振興８法等指定地域及び知事が定める特認地域）

集落協定又は個別協定に基づき５年以上継続して耕作を行う農業者等

10m

0.5
m

水田：急傾斜（傾斜：1/20）

21,000円/10a

地目 区分
交付単価
円/10a

田
急傾斜（1/20～） 21,000
緩傾斜（1/100～） 8,000

畑
急傾斜（15度～） 11,500
緩傾斜（８度～） 3,500

10m

2.7
m

畑：急傾斜（傾斜：15°）

11,500円/10a

【平成30年度予算概算決定額 ２６，３４０ （ ２６，３００ ）百万円】

【主な交付単価】

【集落連携・機能維持加算】 【超急傾斜農地保全管理加算】
超急傾斜地（田:1/10以上､畑:20度以上）の農用地

について､その保全や有効活用に取り組む集落を支援

※ 平成29年度より､【集落協定等に基づく活動】の
①のみで加算が受けられるよう要件を緩和

超急傾斜

急傾斜

緩傾斜

【集落協定等に基づく活動】

○ 集落等を単位として、農地の管理方法や役割分担を取り決めた協定を締結し、当該協定に基づき行わ

れる農業生産活動等を支援するため、面積に応じて一定額を交付

○ 交付金の配分方法は集落内の話合いで決定

① 農業生産活動等を継続するための活動（農作業委託等による耕作放棄の防止、鳥獣害対策等）

② 体制整備のための前向きな取組

【加算措置】

◎ 高齢化や人口減少により、農業生産活動の継続に支障が生じることが懸念されている中山間
地域等において、地域の農業や集落機能などが維持されるために追加的に支援

①広域で集落協定を締結し、
将来の集落維持に向けた
活動を支援

②小規模・高齢化集落の農用地の生産維持を支援

協定集落が小規模・高齢化集落の農用地を取り

込んだ形で行う農業生産活動を支援

石積みのある超急傾斜地

共同育苗

広域の集落協定を締結

Ａ 集 落

Ｂ 集 落 Ｃ 集 落
農作業の共同化地目にかかわらず

3,000円/10a

複数集落が連携した広

域の集落協定を対象に、

人材確保や集落間の連携

活動体制づくりを支援

田 畑

4,500円/10a 1,800円/10a

［単価］

［単価］

［単価］

田・畑

6,000円/10a

（生産性向上の取組、女性・若者等の参画、持続可能な生産体制の構築）
・ 中山間地農業ルネッサンス事業における地域別農業振興計画を作成した地域においては、広域の集落協定が将来の農地利用について戦略を定めた

場合、営農を中止した際の交付金返還を当該農地のみとする運用改善を平成31年度まで延長

※ 個別協定の場合は、農業生産活動等を継続するための活動 等

【中山間地農業ルネッサンス推進事業】(拡充) ２００ （ ２００ ）百万円
都道府県等による「中山間地農業ルネッサンス事業｣に係る推進活動の支援について、営農戦略・販売戦

略の策定や人材育成を含む体制整備など、地域の所得向上に向けた計画を深化させる取組を支援
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多面的機能支払交付金
４６，８０１ （ ４６，７５１ ）百万円

多面的機能支払制度の概要

地域共同で行う、多面的機能を支える活動や、地域資源（農地、水路、農道等）
の質的向上を図る活動を支援

【対象者】
農業者のみ又は農業者及びその他
の者（地域住民、団体等）で構成
する活動組織

◎ 単価表（単位：円/10a）

【多面的機能支払推進交付金】 １，６００ （ １，５００ ）百万円
・都道府県、市町村及び推進組織による事業の推進を支援

・広域活動組織の設立支援、交付金の効果や取組の実施状況に係る調査の実施（拡充）

都府県 北海道

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

①農地維持支払

②資源向上支払
※１

③資源向上支払
※２，３

田 3,000 2,400 4,400 2,300 1,920 3,400

畑※４ 2,000 1,440 2,000 1,000 480 600

草地 250 240 400 130 120 400

※１：②の資源向上支払（地域資源の質的向上を図る共同活動）は、①の農地維持支払と併せて取り組むことが必要
※２：水路や農道などの施設の老朽化部分の補修や施設の更新
※３：①､②と併せて③の施設の長寿命化のための活動に取り組む地域は､③(都府県の田：4,400円/10a等)が加算され､②に75％単価を適用
※４：樹園地を含む
※５：事業計画期間中に田を畑地化する場合、当該期間中においては、農地維持支払の交付単価は田の単価を適用

地域資源の質的向
上を図る共同活動

地域資源の質的向
上を図る共同活動

施設の長寿命化の
ための活動

【平成30年度予算概算決定額 ４８，４０１（ ４８，２５１ ）百万円】

水路の泥上げ農地法面の草刈り ため池の草刈り 農道の路面維持

○ 資源向上支払

【対象者】
農業者及びその他の者（地域住民、
団体等）で構成する活動組織

水路のひび割れ補修 農道の窪みの補修 ため池の外来種駆除植栽活動

○ 農地維持支払

施設の長寿命化の
ための活動

［農地・水保全管理支払を含め５年以上実施した地区は、②に75％単価を適用］

※５ ※５

【対象活動】
・農地法面の草刈り、水路の泥上げ、農道の路面維持など地域資源の基礎的保全活動
・農村の構造変化に対応した体制の拡充・強化、地域資源の保全管理に関する構想の策定 等

【対象活動】
・ 地域資源の質的向上を図る共同活動

（水路、農道、ため池の軽微な補修、植栽による景観形成や生態系保全などの農村環境保全活動 等）
・ 施設の長寿命化のための活動 等

◎ 活動組織の広域化に向けた措置（拡充）
加算措置 要件緩和

既存活動組織が、地域資源の保全管理
が困難な小規模集落を取り込み、集落間
連携により保全管理を行う取組を支援

中山間地域等の条件不利地域
において、広域活動組織の設立
要件を緩和既存活動組織

基本単価 基本単価＋加算

小規模集落

（本制度未取組）

新たな活動組織

農地維持支払に対する加算単価 （円/10a）

農用地面積 50ha以上
又は３集落以上

農用地面積 100ha以上

（例）都府県の場合

都府県 北海道

田 1,000 700

畑 600 300

草地 80 40

Administrator
スタンプ



○鳥獣被害対策実施隊、民間団体等による
地域ぐるみの被害防止活動

（※実施隊、民間団体、新規地区が取り組む場合、定額支援（市町村当たり200万円以内等））

○捕獲を含めたサルの複合対策、他地域の人材を活用した捕獲、
ICT等を用いた新技術実証
（※実施隊が取り組む場合、それぞれ市町村当たり100万円以内等を定額支援）

○都道府県が実施する広域捕獲活動、新技術実証活動、
人材育成活動等の取組
（※都道府県の取組に対して、都道府県当たり2,300万円以内を定額支援）

○捕獲活動経費の直接支援

○鳥獣被害対策の地域リーダーや対策の中核となる
コーディネーター育成等のための研修 等（※定額支援）

ソフト対策

捕獲機材の導入

捕獲技術高度化施設

【事業実施主体】
地域協議会、地域協議会の構成員

【交付率】
都道府県へは定額
（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
（※条件不利地域は55/100以内、沖縄は２／３以内。

その他、条件により、一部定額支援あり）

○侵入防止柵等の被害防止施設
※侵入防止柵を自力施工する場合、資材費相当分を定額支援。
なお、電気柵を施工する場合は、安全基準を遵守すること。

○処理加工施設、焼却施設、
捕獲技術高度化施設（射撃場）

ハード対策

【事業実施主体】 【交付率】
地域協議会、民間団体 等 都道府県へは定額

（事業実施主体へは事業費の１／２以内等）
（※条件により、一部定額支援あり）

鳥獣被害防止総合対策交付金

野生鳥獣被害の深刻化・広域化に対応するため、市町村が作成した「被害防止計画」に基づく取組を
総合的に支援します。

【平成30年度予算概算決定額：10,350（9,500）百万円】
（平成29年度補正予算：1,276百万円）

鳥獣被害防止対策とジビエ利活用の推進

ジビエ倍増モデル整備事業

【事業内容】
○ 中核保冷施設、中核処理加工施設、移動式解体処理車（ジビエカー）、保冷車等の整備
○ コンソーシアム※の運営 ※市町村、処理加工施設、捕獲従事者、流通等の関係者により構成される組織

○ ジビエビジネスの展開に向けた地域の取組（人材の確保、技能向上、流通・消費等の連携等）
○ ICTによる捕獲から流通に至る情報管理の効率化（実証） 等への支援

【事業実施主体】 民間団体 【交付率】 事業費の１／２以内等、定額

鳥獣被害防止対策支援事業

捕獲機材の導入

侵入防止柵

○ ビジネスとして持続できる安全で良質なジビエの提供を実現するため、捕獲から搬送・処理加工がしっかり
とつながったモデル地区（処理頭数、衛生管理等の諸条件を確保）を整備します。

○ さらに、全国的な需要拡大のため、プロモーション等の取組を支援します。

中核的な処理加工施設
飲
食
・
小
売
等

定時・定量
安定取引

需要

✔ 年間を通じたジビエの安定供給
◆市町村等が開設・運営 ◆公的施設を中心として拠点化
⇒1,000～1,500頭/年以上が黒字化の目標

保冷施設〔在庫調整機能〕

・ジビエの処理加工施設へ搬入した場合：９千円/頭以内、搬入しない場合：７千円/頭以内（シカ、イノシシの成獣に限る）
（ただし、放射性物質による出荷制限地域は現行どおり）

・クマ、サル、カモシカ、その他中型獣類、幼獣、鳥類は現行どおり

シカによる森林被害緊急対策事業 【平成30年度予算概算決定額： 166（150）百万円】

森林におけるシカ被害対策を推進するため、被害が深刻な地域等において広域かつ計画的な捕獲のモデル
的な実施等を行うとともに、シカ捕獲等のノウハウを周辺地域へ普及します。

（1）シカ森林被害防止緊急対策

【事業内容】

シカによる森林被害が深刻な地域
において林業関係者が主体となった
捕獲等をモデル的に実施するほか、
新たにシカの侵入が危惧される地域
等で監視体制の強化等を図る。

【事業実施主体】国、都道府県等
【補助率】定額

（2）シカ被害対策推進調査事業

【事業内容】

森林におけるシカ
被害発生リスクにつ
いて調査分析を行う
とともに、必要な対
応の検討等を実施。

【委託先】民間団体 等
【委託費】

囲いわなによる捕獲

森林の現況
（地域的特性）
・樹種
・林齢
・下層植生
・傾斜
・積雪 等

周囲の状況
・針広比率
・平均林齢

生息密度

防除対策の
有無

シカ
食害状況等

GPS首輪を用いた行動追跡

Administrator
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関東農政局

【当事例集に関すること】
農村振興部農村計画課 ０４８－７４０－０４８４（直通）

【遊休農地対策に関すること】
経営・事業支援部農地政策推進課 ０４８－７４０－０１４１（直通）

【農地中間管理機構に関すること】
経営・事業支援部農地政策推進課 ０４８－７４０－０１４４（直通）

【耕作放棄地再生利用緊急対策交付金及び荒廃農地等利活用促進交付金に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－００４７（直通）

【農地耕作条件改善事業に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－００４７（直通）

【農地中間管理機構関連農地整備事業に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－００４７（直通）

【中山間地域等直接支払制度に関すること】
農村振興部農村計画課 ０４８－７４０－０４８６（直通）

【多面的機能支払に関すること】
農村振興部農地整備課 ０４８－７４０－００４９（直通）

【鳥獣被害防止総合対策交付金に関すること】
農村振興部農村環境課 ０４８－７４０－０５１１（直通）

【所在地】 〒３３０－９７２２
埼玉県さいたま市中央区新都心２－１ さいたま新都心合同庁舎２号館

耕作放棄地対策に関する問い合わせ先

都県協議会名 問い合わせ窓口 電話番号

茨城県耕作放棄地対策協議会 茨城県農業会議 ０２９－３０１－１２３６

栃木県耕作放棄地対策協議会
栃木県農業会議
栃木県農政部経営技術課

０２８－６４８－７２７０
０２８－６２３－２３１７

群馬県担い手育成総合支援協議会 群馬県農政部農業構造政策課 ０２７－８９７－２７７１

埼玉県耕作放棄地対策協議会
埼玉県農業会議
埼玉県農林部農業ビジネス支援課

０４８－８２９－３４８１
０４８－８３０－４０３３

千葉県耕作放棄地対策協議会 千葉県農林水産部農地・農村振興課 ０４３－２２３－２８６２

東京都担い手育成総合支援協議会 東京都農業会議 ０３－３３７０－７１４５

神奈川県耕作放棄地対策協議会
神奈川県環境農政局農政部農地課
利用調整グループ

０４５－２１０－１１１１
（内線：４４３６）

山梨県耕作放棄地対策協議会 山梨県農政部農村振興課 ０５５－２２３－１５９７

長野県農業再生協議会 長野県農政部農村振興課
０２６－２３２－０１１１
（内線：３１１３）

静岡県農業再生協議会
静岡県農業会議
静岡県経済産業部農業ビジネス課

０５４－２５５－７９３４
０５４－２２１－３２９８

【表紙写真】－明科地域の農業を守る会（長野県安曇野市）－
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